
別記６様式第10号（別記６の第６の(１)、別記６の第６の２関係）

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和３年度報告）

１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況
地域の体制整備、被害防止効果、捕獲状況、人材育成状況、耕作放棄地の解消等様々な角度から記載する。

３　被害防止計画の目標達成状況

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 基準値 目標値 実績値 達成率 基準値 目標値 実績値 達成率

H30 R3 R3 H30 R3 R3

ツキノワグマ 735.0 661.5 535.6 271.3 15.9 14.3 3.2 799.4

ニホンジカ 624.5 562.0 1,607.5 -1,573.3 7.2 6.5 12.3 -715.3 

カラス 921.1 829.0 1,007.6 -94.0 9.9 8.9 12.0 -212.1 

スズメ 56.7 51.0 66.0 -163.2 0.5 0.5 0.6 -160.0 

カルガモ 236.6 212.9 251.0 -60.9 2.2 2.0 2.3 -45.5 

ムクドリ 280.0 252.0 271.7 29.6 0.5 0.5 0.7 -300.0 

ヒヨドリ 280.0 252.0 271.7 29.6 0.5 0.5 0.7 -300.0 

キジバト・ドバト 190.0 171.0 150.0 210.5 17.0 15.3 23.0 -356.2 

ハクビシン 2.8 2.5 72.4 -21,743.8 0.0 0.0 0.2 0.0

ニホンザル 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

イノシシ 21.0 18.9 113.1 -4,405.7 0.8 0.7 0.8 62.5

タヌキ 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

キツネ 2.3 0.0 12.1 -426.1 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 3,350.0 3,012.9 4,385.0 -307.0 54.5 49.1 55.8 -23.6 

H29 R3 R3 H29 R3 R3

ツキノワグマ 172.2 137.7 327.9 -451.3 1.3 1.1 2.3 -360.9 

ニホンジカ 1.6 1.3 20.6 -6333.3 0.0 0.0 0.2 -4750.0 

タヌキ、ハクビシン 60.1 48.0 155.8 -790.9 0.1 0.1 2.3 -13687.5 

カラス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

アオサギ、ゴイサギ、ダイサ
ギ、チュウサギ、カワウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

イノシシ 175.8 140.6 825.5 -1845.7 2.1 1.7 12.5 -2490.4 

ニホンザル 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 409.7 327.6 1329.8 -1120.7 3.5 2.8 17.2 -1952.3 

H29 R2 R3 H29 R2 R3

ツキノワグマ 66.0 52.8 294.5 -1731.1 2.1 1.7 6.1 -942.9 

ニホンジカ 468.6 374.9 1223.7 -805.9 19.5 15.6 27.6 -207.7 

ハクビシン 72.2 57.7 111.5 -271.0 3.5 2.8 2.5 150.0

イノシシ 0.0 0.0 72.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0

カラス 30.5 24.4 25.6 80.3 2.1 1.7 0.7 323.8

合計 637.3 509.8 1727.6 -855.1 27.2 21.8 40.2 -238.4 

H29 R2 R3 H29 R2 R3

ツキノワグマ 2179.5 1740.7 1855.3 73.9 28.5 22.8 17.1 200.7

ニホンジカ 944.9 755.9 3056.7 -1117.4 22.7 18.2 41.9 -420.4 

イノシシ 103.4 103.4 1165.2 0.0 0.9 0.9 18.7 0.0

ハクビシン 132.3 105.8 340.0 -783.8 3.6 2.9 3.0 84.9

カラス 1176.0 940.8 1165.9 4.3 12.3 9.9 14.1 -70.9 

合計 4536.1 3646.6 7583.1 -342.6 68.1 54.6 94.7 -197.9 

H29 R2 R3 H29 R2 R3

鳥類 20.7 13.6 4.4 229.6 0.4 0.3 0.0 261.5

ツキノワグマ 726.8 680.0 767.3 -86.5 12.0 10.8 9.4 218.2

ハクビシン 1.0 0.5 0.1 180.0 0.0 0.0 0.1 0.0

カワウ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ニホンジカ 7.2 6.0 23.3 -1341.7 1.2 1.0 0.2 480.0

イノシシ 0.0 0.0 853.5 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0

合計 755.7 700.1 1648.6 -1605.9 13.6 12.1 25.6 -779.9 

　令和３年度の事業評価の対象となっているのは11市町村（うち広域協議会１）の被害防止計画であり、そのうち２市町村で目標を達成することができたが、９市町村で目標未達成となった。
　目標未達成の市町村は、特にイノシシによる被害の増加が見られた。

　本県では鳥獣被害防止総合支援事業を平成20年度から実施。事業を活用することで、ニホンジカの有害捕獲頭数は平成25年度の3,517頭から令和３年度には13,667頭と大きく増加した。また、侵入防止柵の総整備延長距離は約1,000kmとなるなど、被害防止対策が進んでいる。
　さらに、農業者や地域住民を対象とした研修会の開催及び集落環境診断の実践支援など、野生鳥獣を人里に寄せ付けない対策の普及により、住民が主体となって行う地域ぐるみの被害防止活動も広がってきている。
　これらの取組により、被害額は平成24年度の約５億円をピークに現在まで減少傾向にあるなど、事業の効果が見られるが、現在の被害額は４億円前後で推移している。

被害面積(ha)被害金額（万円）

　本県では、令和３年度時点で県内全ての市町村（33市町村）及び１広域協議会で被害防止計画を作成している。
　鳥獣被害防止特措法が施行された平成20年度には、ニホンジカの被害が深刻であった五葉山周辺の３市町村のみ被害防止計画を作成していたが、県、市町村、農林業団体等で構成する岩手県鳥獣被害防止対策連絡会等を通じて計画の作成及び鳥獣被害対策の必要性を周知した結果、平成26年度末にはすべての市町村で計画が策定された。また、鳥獣被害対策実施隊は32市町村で設置されている。

事業実施主体名
対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果 事業実施主体の評価 第三者の意見

被害防止計画の目標と実績

⑴捕獲わな
　R4.3.23～
　R3.2.24～
　R2.2.17～
　H31.3.26～

⑵被害状況調査
　R3.2.10
　R2.2.14
　H31.2.15

⑶自動捕獲システム
　H30.10.26～H31.3.26～

⑷緊急捕獲
　H30～

⑸電気柵
  R4.3.26～
  R3.3.12～
  R2.3.19～
  H31.3.17～

盛岡市鳥獣被害防
止対策協議会

⑴捕獲わなの購入
　R3：シカ用足くくり罠68基、クマ用箱罠５基
　R2：シカ用足くくり88基、クマ兼イノシシ用箱罠４基、
　　　　ハクビシン等箱罠16基
　R1：シカ用足くくり罠38基
　H30：シカ用足くくり罠60基、クマ兼イノシシ用箱罠７基

実施隊パトロール活動、捕獲頭数
　R3　1,225時間、23頭
　R2　2,004時間、33頭
　R1 　 678時間、38頭
　H30　 594時間、20頭

⑵被害状況調査
　R3 　961時間
　R2 　566時間
　R1 　447時間
　H30　285時間
盛岡市鳥獣被害対策研修会（セミナー）
　R2　 50名
　R1　 52名
　H30　45名

⑶自動捕獲システムの購入
　H30　自動捕獲システムの購入３種３基

⑷緊急捕獲活動
  ニホンジカ　R3　 148頭、R2　 119頭、R1　　88頭、
　　　　　　　   H30　 80頭
  イノシシ　R3　８頭、R2　６頭、R1　２頭、H30 0頭

⑸電気柵
  R3　上米内地区　880ｍ　砂子沢地区　740ｍ

⑴有害捕獲

⑵被害防除

⑶ICT等新技術
実証

⑷捕獲等活動

⑸侵入防止柵
整備

ツキノワグマ
ニホンジカ
カラス
スズメ
カモ
ムクドリ
ヒヨドリ
キジバト
ハクビシン
ニホンザル
イノシシ
タヌキ
キツネ

令和元
～令和
３年度

盛岡市盛岡市鳥獣被害防止
対策協議会

都道府県の評価

【未達成 】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、各種わなの活用やICTを活用した実
証等を実施した。
　しかし、すべての鳥獣の被害が増加し、目標未達
成となった。また、特にイノシシについては生息域の
拡大とともに被害も増加している。
　イノシシの生息状況調査を行い罠設置には役立て
たものの、今後も生息状況を把握した上で対策を強
化する必要がある。また、その他の被害を及ぼす鳥
獣の生息状況等も把握したうえで、対策を策定し、
地域住民への周知・協力を求める取組が必要であ
る。また、専門家の意見を踏まえた対策が必要であ
る。
　県では、引き続き本協議会が行う被害防止計画に
基づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害
防止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の
情報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、次年度の再評価に向けて改善計画の内容を
もとに被害低減に向けた指導を行う。

　本協議会において年々被害が増えているｲﾉｼｼ対策を強化していく必
要がある。
　新規ﾊﾝﾀｰ補助金によって、若い実施隊員も増えているが、実猟の経
験が足りないため、ﾍﾞﾃﾗﾝの隊員がｼｶ･ｲﾉｼｼﾊﾟﾄﾛｰﾙや一斉巻き狩りの
際に狩猟方法などを教えて次世代につないでいかなければならない。

岩手県鳥獣保護巡視員　　栗木　時男

　今回は被害防止計画の達成率が全ての獣種で目標値を下回った。
　ﾆﾎﾝｼﾞｶについては、主に水稲や野菜の新芽等の被害が出ている。年々目撃情報が増
えつつあるため、個体数が増える前にシカパトロールや一斉巻き狩り等の対策を進める。
　ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏに関しては、令和3年度は目撃、被害とも減少した。これには、山のﾌﾞﾅの実等
の豊凶が関係していると思われ、毎年出没等の数に変動があるため、効果的な防止対策
(電気柵設置)の周知や駆除を行っていく。
　鳥類については、実施隊による一斉駆除等を行っているが、個体数を減らすに至ってい
ない現状である。特にｶﾜｳ･ｱｵｻｷﾞは放流したｱﾕ等を大量に捕食する。さらに警戒心も強
く、群れを確認できても銃の射程には入ってこない状況である。ｶﾜｳの駆除は、やはりｺﾛ
ﾆｰを見つけ出し群れを追い出す方法が一番であるため、各種研修会等に積極的に参加し
知識を高める。
　ｲﾉｼｼについては、平成28年度に町内で初めて捕獲して以降、年々個体数、被害が増え
ている。ｲﾉｼｼは捕獲することが難しいため、農地を電気柵で守りながら捕獲を進めていか
なければならない。広報等による周知、口コミにより電気柵設置は年々増え、被害を未然
に防いでいる一方、電気柵を設置しない圃場に被害が出るため個々の対策から地域ぐる
みで被害防止対策を進めていく。

(1)有害捕獲
　駆除のほかイノシシやシカの痕跡を見つけることによって、罠設置場所の選定が
容易になり捕獲につながった。銃器による駆除をおこなったことで、普段の花火に
よる追い払にも効果があった。
駆除した個体を適正に埋却処分することによって山林内への残渣をなくすることが
できた。
くくり罠によるｲﾉｼｼの捕獲ができた。近年増えているタヌキ・ハクビシンを捕獲する
ことができた。

(2)被害防除
　駆除のほか、イノシシやシカの痕跡を見つけることによって、罠設置場所の選定
が容易になり捕獲につながった。有害鳥獣による農作物被害防止に係る注意喚
起や被害対策の助言、被害発生時の調査、追い払いを行うことにより被害が軽減
できた。

(3)ICT等新技術実証
　捕獲通報システムを活用することで効率的な罠の管理や、捕獲時の体制構築に
役立った。空中からの被害状況調査や、イノシシの生息状況調査を行ったことで、
罠設置場所の選定等に役立った。

【未達成】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、電気柵の設置、各種わなの活用及び
や実施隊パトロール等を実施している。
　しかし、ニホンジカ、鳥類及びイノシシ等の被害が
増加し、未達成となった。特にイノシシやニホンジカ
の生息域が拡大しており、今後の被害の増加が懸
念される。
　有害捕獲、被害防除に取り組んだものの、総合的
な対策が不十分であったため、被害を及ぼす鳥獣
の生息状況等を把握したうえで、対策を強化し、地
域住民への周知・協力を求め取り組むことが必要で
ある。また、専門家の意見を踏まえた対策が必要で
ある。
　県では、引き続き本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、次年度の再評価に向けて改善計画の内容を
もとに被害低減に向けた指導を行う。

　野生鳥獣による農作物被害は年々増加しており、特にニホンジカ及び
イノシシによる被害が目立っている。イノシシは奥羽山脈において、ニホ
ンジカは北上山地において被害が集中しているが、北上山地においてイ
ノシシの目撃情報が寄せられるなど、生息域の拡大及び個体数の増加
は着実に進行している。
　捕獲頭数の増加、電気柵の設置や住民による地域ぐるみの被害防除
対策により、一定の防除効果が得られているが、捕獲従事者の高齢化
の進行による見回り負担の増加や捕獲圧の低下が懸念される。恒常的
に農作物被害が発生している地域があり、その要因としては自衛の意
識が低いこと、誤った知識により適切な被害防除対策ができていないこ
とが上げられる。また、中山間地域の小規模経営農家では、電気柵を導
入したくとも経費の面から導入ができず、捕獲による被害防止に頼らざ
るを得ない実情がある。
　引き続き、捕獲と防衛の両面から被害防除対策に取り組むことが大切
であるが、捕獲の面では、被害が発生する前に有害個体を捕獲する「予
察捕獲」を推進する必要がある。また、捕獲従事者の確保と技術の承
継、ＩＣＴ等の新技術を導入することにより、捕獲従事者の負担軽減を図
る必要がある。
　防衛の面では、住民に正しい知識と被害防止の意識を持たせ、雑草
の刈り払いなどの緩衝帯の整備、廃果の適切な処理による環境管理、
電気柵の設置等を地域全体で取り組むことが必要である。なお、行政に
は電気柵の設置に要する費用の補助の拡充など、費用の面からバック
アップをお願いしたい。

（岩手県鳥獣保護管理員　細田　義明）

ツキノワグマ
　本事業を活用し、被害調査やパトロール活動を強化したほか、電気柵の設置による被害
防除に努めた結果、被害面積及び被害額は減少した。

ニホンジカ、イノシシ
　本事業の緊急捕獲活動による捕獲頭数の増加や電気柵の設置により、一定の防除効
果は得られているものの、生息域の拡大及び個体数の増加が著しく、被害面積及び被害
額は増加した。特に、電気柵が未設置の農地において被害が増加しており、引き続き電気
柵の設置の推進や地域ぐるみによる緩衝帯の整備など、捕獲と環境整備を効果的に組み
合わせた被害防除対策の推進に取り組む。

鳥類
　捕獲活動域の制約や住民理解の乏しさなどを背景に捕獲従事者が減少しており、捕獲
頭数が減少したことで、被害面積及び被害金額が増加した。捕獲従事者を確保するととも
に、広報による住民理解の増進や地域ぐるみによる被害防除対策の推進に取り組む。

ハクビシン、タヌキ
　目撃情報や農作物被害が増加している。農村集落において小動物がねぐらとする空き
家などの増加が、生息域の拡大や個体数の増加につながっている。箱罠による捕獲や電
気柵の設置による被害防除のほか、空き家対策など総合的な視点での被害防除対策を
講ずる必要がある。

ニホンザル
　近年は目撃情報や農作物被害の報告は確認されていない。他地区の被害防除対策の
取組事例を収集し、出没時における防除体制を整備する。

⑴捕獲わなの拡充により、捕獲の担い手や、捕獲許可を得た市民への貸出を行
い、実用性を高めた。

実施隊パトロール
　農畜産物及び人身被害等が確認されている地域で、鳥獣被害対策実施隊によ
る有害捕獲活動を実施し、シカやクマの捕獲数を高めることができた。

⑵被害状況調査
　鳥獣被害対策実施隊とともに被害状況調査へ出動し、より確かな被害の把握に
資することができた。

盛岡市鳥獣被害対策研修会（セミナー）
　鳥獣の生態や地域ぐるみの被害防除、猟具の使用に係る知識に精通している
講師等を招聘して、鳥獣被害対策に係る正しい知識を身につける機会を設け、意
識啓発に繋げた。

⑶自動捕獲システム機材を整備することで、成獣のみの捕獲が可能になるなど、
錯誤捕獲の防止に寄与した。

⑷鳥獣被害対策実施隊によるニホンジカ、イノシシの捕獲活動により個体数減少
に至った。

⑸電気柵の施工により、施工地区において有害鳥獣による農作物被害の軽減に
繋がった。

対象鳥獣

【未達成 】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために電気柵の設置、有害捕獲活動や追い
払い機器の導入等を実施した。
　しかし、ツキノワグマ及びニホンジカの被害が増加
し、未達成となった。
　本協議会の被害防止計画では、具体的な対策は
概ね網羅されている。しかし、生息環境調査が未実
施となっているので、この調査を行い、被害を及ぼ
す鳥獣の生息状況等を把握し、対策を策定したうえ
で、地域住民への周知・協力を求める取り組が必要
ではないか。また、現計画では専門家の意見を求め
ていないが、新計画の策定に向けては意見の求め
が必要ではないか。
　県では引き続き、本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、未達成となったことから、新計画における目
標数値の見直しを行うよう指導する。

　カラスは被害額の目標を達成しているが、ツキノワグマ、ニホンジカ、
ハクビシンは目標を大幅に下回っている。また、新たにイノシシの農作物
被害が発生している。
　ツキノワグマについては、電気柵の設置等による防御態勢が充実した
ことにより既設置圃場での被害は減少したものの、未設置の圃場に集
中して出没し甚大な被害となっている。また、ツキノワグマの冬眠時期が
ずれこむ傾向が見られ、これまで報告されていなかった晩生の果樹被
害が相次ぎ、被害額が大幅に増加している。今後、里の環境に慣れたク
マによる人的被害も懸念されることから、農地での電気柵設置や有害個
体の効果的な捕獲のほか、人家近くで出没が確認された場合の迅速な
捕獲活動開始等の対応が必要である。
　ニホンジカについては、町内各地で目撃情報が報告され、群れで移動
しながら水田や牧草地を荒らす被害が続出した。冬期から春期にかけ
て果樹の芽や樹皮を食べられ、壊滅的な被害となっている事例も報告さ
れているため、ニホンジカの動向については特に注視し、一層の防御体
制の充実、罠及び銃器による捕獲体制のより一層の強化が必要であ
る。
　ハクビシンは、箱罠の有効活用により一定の効果が見られるが、空き
家や農業用倉庫をすみかとしながら近隣の果樹園に出没し、連日食害
に遭うなどの事例も報告されており、罠設置の推進など一層の効果向
上策を図る必要がある。
　カラスは、町の有害鳥獣実施隊が継続して捕獲していることにより被
害の減少につながったことから、今後も捕獲を継続することが必要であ
る。
　イノシシについては、地域が限定されているものの、一度の被害が甚
大となる傾向があり、今後被害が拡大する懸念がある。出没情報、被害
の特徴を把握したうえで、効果的な捕獲方法の検討と、農家の被害に対
する意識の醸成が必要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県鳥獣保護巡視員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　井　直　衛

　本協議会では、ツキノワグマ、ニホンジカ、ハクビシン、イノシシ及びカラスを対象鳥獣と
した被害防止計画を策定し、対策を講じてきた。電気柵の設置により、設置圃場への被害
は確認されていないが、電気柵未設置の圃場への被害が拡大し、甚大化している。駆除
や捕獲による個体数の減少には限りがあり、野生鳥獣の個体数増加が考えられる。また、
農家の鳥獣被害に対する意識が高まり、被害についての知識が伝播してきていることによ
り、今まで見過ごされてきた被害が顕在化してきていることも被害実績値が増加した一因
と考えられる。
　今後被害の軽減を図るため、本交付金等をさらに活用し、電気柵設置以外の被害防止
対策に取り組んでいく。

(1)有害捕獲
　　町内での捕獲を進め被害防止に努めたが、野生鳥獣の個体数増加が勝ってお
り、捕獲について注力する必要がある。

(2)被害防除
　　出没圃場へカメラを設置し、野生鳥獣の行動パターンを特定し、有効な被害防
止対策を講じることができた。

(3))ICT等新技術実証
　　赤外線カメラ付きドローンにより、野生鳥獣の生息確認を行った。

(4)電気柵の設置
　電気柵設置圃場では、新たな被害は確認されておらず、各集落での被害低減に
寄与した。

(1)有害捕獲
　大型囲い罠：H31.3～

(2)被害防除
　センサーカメラ：H31.3～

(3)ICT等新技術実証
　産業用マルチローター：R1.8～

(4)電気柵の設置
　H31.3～
　R2.3～
　R3.3～

(1)～(3)紫波町鳥獣
被害防止対策協議
会

(4)各集落

(1)有害捕獲
  H30　大型囲い罠の設置１台

(2)被害防除
  H30　センサーカメラの設置６台

(3)ICT等新技術実証
  R1　産業用マルチローターの利用１台

(4)電気柵の設置
　H30 4,097m
　R1 25,382m
　R2 18,843m

(1)有害捕獲

(2)被害防除

(3)ICT等新技術
実証

(4)鳥獣被害防
止施設

平成
30～
令和３
年度

盛岡市
八幡平
市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

盛岡広域鳥獣被害防
止対策協議会
（再評価）

　８市町が連携し、被害状況や対策についての情報共有や被害防止のための研修会の開
催、現場技術指導者の育成をするとともに、狩猟者の捕獲技術向上を図るうえで必要な整
備を行ったが、野生鳥獣は行政区域を越えて移動するため、各協議会個々だけでは十分
な対策をとることができず、広域全体での捕獲圧の強化や捕獲従事者の高齢化、担い手
不足等の問題があり、捕獲技術を伝承する体制を構築する必要がある。

(1)捕獲技術高度化施設
R1
　捕獲技術の向上により、事業実施協議会構成市町村における有害捕獲（緊急捕
獲事業）によるイノシシとシカの捕獲頭数の合計が1.6倍に増加した。
（H29：80頭→R2：125頭）

(2)有害捕獲
　R2　現場技術指導者の育成をするとともに、狩猟者の捕獲技術向上
　　　　に努めた。
　R3　研修会を実施し、被害防止対策の一助とした。

(1)捕獲技術高度化施設
　矢巾総合射撃場クレー放出機及び
付属機械、付属の研修施設整備並び
にスキート用構築物：R2.3～

(2)有害捕獲
　研修会の開催
　R2.11,R3.11

盛岡広域鳥獣被害
防止対策協議会

(1)捕獲技術高度化施設
　矢巾総合射撃場クレー放出機及び付属機械、付属の研修施設
整備並びにスキート用構築物

(2)有害捕獲
　研修会の開催

令和元
～令和
３年度

雫石町雫石町鳥獣被害防止
対策協議会

ツキノワグマ
ニホンジカ
ハクビシン
イノシシ
カラス

平成
30～
令和3
年度

紫波町紫波町鳥獣被害防止
対策協議会
（再評価）

⑴有害捕獲
  ｼｶ･ｲﾉｼｼ追上
　  R1.10　R2.10 R3.10
  カワウ一斉駆除
　  R1.7
  カラス一斉駆除
　  R1.7　R2.7　R3.7
  クマ等埋却箇所掘削作業委託
　  R1.6～7　R2.6～7　R2.6～7
  ｲﾉｼｼ用括り罠
　  R1.9　R2.12　R4.1
  小型獣用箱罠
　  R1.8　R3.11

⑵被害防除
  ｼｶ･ｲﾉｼｼﾊﾟﾄﾛｰﾙ　R1.9～10
   　R2.9～10　R3.9～10
  被害状況調査パトロール  R1.6
     ～12　R2.6～12　R3.6～12

⑶ICT等新技術実証
  罠の番人
  　R3.2　R4.2

雫石町鳥獣被害防
止対策協議会

⑴有害捕獲
ｼｶ･ｲﾉｼｼ追上
　R1　延べ27名　R2　延べ30名　R3　延べ32名
カワウ一斉駆除
　R1　延べ27名
カラス一斉駆除
　R1　延べ27名　R2　延べ55名　R3　延べ48名
クマ等埋却箇所掘削作業委託
　R1　8回　R2　9回　R3　10回
ｲﾉｼｼ用括り罠
　R1　20基　R2　20基　R3　15基
小型獣用箱罠
　R1　5基　R2　0基　R3　5基

⑵被害防除
ｼｶ･ｲﾉｼｼﾊﾟﾄﾛｰﾙ
　R1　延べ944時間　R2　延べ971時間　R3　延べ362.5時間
被害状況調査パトロール
　R1　延べ944時間　R2　延べ971時間　R3　延べ362.5時間

⑶ICT等新技術実証
  罠の番人
　  R2　5台　R3　5台

⑴有害捕獲

⑵被害防除

⑶ICT等新技術
実証

ツキノワグマ
ニホンジカ
タヌキ・ハクビ
シン
カラス
アオサギ・ゴイ
サギ・カワウ
イノシシ
ニホンザル

【未達成 】
　本協議会は、野生鳥獣による農作物被害を低減さ
せるために、射撃場の整備や研修会の開催により
捕獲技術の向上等に取組んだ。
　しかし、ニホンジカやハクビシンの被害が増加し、
未達成となった。
　被害対策のためには、本協議会のように広域で市
町が連携した取組も重要であることから、県では引
き続き本事業等を活用し支援していく。
　また、未達成となったことから、新計画における目
標数値の見直しを行うよう指導する。

　全体的な農作物被害は昨年度より減少しており、矢巾総合射撃場の
整備による盛岡広域での利用者増が技術向上に寄与し、被害防止へ一
定の効果を発揮していると考えられる。
　しかしながらイノシシの被害が急増しており、引き続き矢巾総合射撃場
を活用しての捕獲技術向上、８市町管内の有害鳥獣捕獲の担い手を確
保及び育成し、また、被害防止のための研修会を開催し有害捕獲に係
る情報交換や野生鳥獣の生態等を把握し、各地域での被害防止活動
の一助とし、鳥獣被害防止対策に期待する。

岩手県鳥獣保護巡視員　藤澤　富男

金ケ崎町鳥獣被害防
止総合対策協議会（再
評価）

金ケ崎
町

平成
30～
令和3
年度

鳥類
ツキノワグマ
ハクビシン
カワウ
ニホンジカ
イノシシ

(1)有害捕獲

(2)鳥獣被害防
止施設

(3)緊急捕獲活
動

(1)有害捕獲
　電波利用料

(2)鳥獣被害防止施設
　H30　電気柵 7,140m

(3)緊急捕獲活動
　H30　鳥類　469羽
　　　　　ニホンジカ　３頭
　R1　　鳥類　264羽
　　　　　ニホンジカ　６頭
　　　　　イノシシ　１頭
　R2　　鳥類　358羽
　　　　　ニホンジカ　３頭
　　　　　イノシシ３頭
　R3　　鳥類282羽
　　　　　ニホンジカ1頭
　　　　　イノシシ３頭

金ケ崎町鳥獣被害
対策実施隊

(1)有害捕獲
　H30.4～

(2)鳥獣被害防止施設
　H30.9～

(3)緊急捕獲活動
　H30.4～

(1)有害捕獲
　無線機を活用した隊員同士の円滑な連携により、捕獲頭数の増加に寄与した。

(2)鳥獣被害防止施設
　ツキノワグマによるデントコーン等の食害が防止された。

(3)緊急捕獲活動
　農作物へ加害する野生鳥獣の個体数を減少させることに寄与した。

　本協議会では、目撃や被害に関する情報収集に努め、被害対策実施隊との敏速な情報
共有を行い対応を行ってきた。
　また、電気柵の適正な設置、誘因物の除去等の情報提供を行い周知を行った。被害に
ついては、目撃や被害に関する情報共有を行い、敏速な対応を行い軽減することが出来
た。しかしながら、被害状況調査の信憑性が低いと思われるので工夫していく必要があ
る。また、特にニホンジカ及びイノシシと思われる被害情報は増加しているので、今後被害
が増加する可能性が高いと思われる。
　ニホンジカ及びイノシシについて、これまでは追い払い活動や放任果樹の伐採等による
寄せ付けない取組を講じてきたが、特にイノシシについては被害が増加しているため、今
後は捕獲も強化することにより、総合的な取組を実施し被害の軽減に努めていく。

　目撃や被害に関する情報はまだまだ多いので、引き続き防除活動・捕
獲活動を行う必要がある。
　また、ニホンジカ・イノシシに関する被害情報が増加しており、注視して
いく必要がある。

岩手県鳥獣保護巡視員　　相 澤  貞一郎

 【未達成】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、電気柵の設置、有害・緊急捕獲等を
実施した。
　しかし、ニホンジカ及びイノシシによる被害面積及
び被害額が拡大し、未達成となった。
　本協議会の被害防止計画では、具体的な対策は
全て網羅されており、町費を活用し罠の設置や放任
果樹の伐採等、複数の被害防止対策を実施してき
ている。しかし、特にイノシシについて被害額が増加
してきているので捕獲活動、侵入防止柵の設置や
地域ぐるみの被害防止活動の取り組が必要となっ
ている。
　県では引き続き、本協議会の獣被害防止計画に
基づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害
防止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の
情報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、未達成となったことから、新計画における目
標数値の見直しを行うよう指導する。

(1)捕獲技術高
度化施設

(2)有害捕獲

ツキノワグマ
ニホンジカ
イノシシ
ハクビシン
カラス
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（協議会名） 基準値 目標値 実績値 達成率 基準値 目標値 実績値 達成率

被害面積(ha)被害金額（万円）
事業実施主体名

対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果 事業実施主体の評価 第三者の意見

被害防止計画の目標と実績

都道府県の評価
対象鳥獣

H29 R2 R3 H29 R2 R3

カラス・カワウ・ゴイサギ 2689.1 2420.1 2583.6 39.2 7.9 7.1 7.7 28.7

ウソ 88.0 78.0 78.0 100.0 0.4 0.3 0.3 100.0

ハクビシン 1761.7 1585.5 2016.6 -144.7 6.5 5.9 8.8 -355.4 

ニホンジカ 2922.5 2630.2 2579.8 117.2 16.7 15.1 21.7 -295.8 

ツキノワグマ 680.2 612.1 600.5 117.0 4.7 4.2 4.0 150.0

イノシシ 175.7 158.1 766.2 -3355.1 1.7 1.6 7.0 -2900.0 

合計 8317.2 7484.0 8624.7 -36.9 38.0 34.2 49.5 -300.5 

H29 R2 R3 H29 R2 R3

カラス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

カルガモ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ゴイサギ、アオサギ、コ
サギ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

カワウ 231.3 150.0 52.3 220.2 0.0 0.0 0.0 0.0

ハクビシン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ニホンジカ 345.0 250.0 92.4 265.9 4.3 3.0 15.0 -853.2 

イノシシ 0.0 0.0 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ツキノワグマ 0.0 0.0 74.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

合計 576.3 400.0 287.4 163.9 4.3 3.0 15.1 -861.1 

H30 R3 R3 H30 R3 R3

カラス、スズメ、ﾋﾖﾄﾞﾘ、サ
ギ類 12.0 9.6 0.0 500.0 0.1 0.1 0.0 366.7

タヌキ、ハクビシン、キツ
ネ 75.4 60.3 11.0 426.5 0.3 0.2 0.0 400.0

ニホンジカ、カモシカ 667.1 533.7 169.1 373.3 4.4 3.5 1.6 317.0

イノシシ 683.8 547.0 958.8 -201.0 6.8 5.5 9.2 -180.0 

ツキノワグマ 145.5 116.4 0.0 500.0 0.4 0.3 0.0 475.0

合計 1583.8 1267.0 1138.9 140.4 11.9 9.5 10.9 45.4

H30 R3 R3 H30 R3 R3

ニホンジカ 779.4 662.4 682.7 82.6 4.7 4.0 4.0 108.5

ツキノワグマ 34.7 29.5 30.0 90.4 0.2 0.2 0.2 100.0

ハクビシン 180.7 153.6 150.0 113.3 0.3 0.3 0.3 80.0

合計 994.8 845.5 862.7 88.5 5.3 4.5 4.5 106.3

花巻市有害鳥獣被害
防止対策協議会
（再評価）

(1)有害捕獲
○カラス、ニホンジカ、ツキノワグマ、カワウ、ウソ
被害防止計画に基づき、計画的に有害捕獲を実施した。

(2)緊急捕獲
個体数を減少させることで、被害額の減少に寄与した。

-花巻市有害鳥獣被
害防止対策協議会

(1)有害捕獲
カラス、ニホンジカ、ツキノワグマ、カワウ、ウソの捕獲活動
　H29 2,000時間　H30 3,000時間
　R1  3,000時間　R2  3,000時間
　R3　3,000時間

(2)緊急捕獲活動
カラス
　H30 1,005羽　R1  1,027羽　R2  471羽　R3  188羽
ニホンジカ
　H30 502頭　R1  402頭　R2 1,160頭　R3　　1,612頭
カワウ
　H30 ６羽　R1　４羽　R2　3羽　R3  0羽
ウソ
　H30 68羽　R1  73羽　R2  11羽　R3  26羽
イノシシ
　R2　　50頭（うち幼獣2頭）　R3　　82頭
ハクビシン
　H29 47頭　H30　45頭   R1　52頭　R2　64頭
　R3　68頭

　鳥獣被害防止総合支援事業に加え、市単独事業で箱わなの貸出、侵入防止柵の設置、
ニホンジカ捕獲活動のための林道除雪を実施することで、効果的な鳥獣被害防止対策の
実施に努めた。
（１）カラス等鳥類
①　取組成果：被害が発生し捕獲の要請を受けた地域で重点的に捕獲活動を実施し、被
害の軽減に努めた。
②　未達理由：被害地域が広範囲にわたるためのマンパワー不足に加え、活動を重点的
に実施する期間が冬期のため、捕獲数が気象条件に大きく左右された。
③　今後の取組：被害が多く発生しているカラスやウソを中心に、実施隊による捕獲活動
を継続するとともに、狩猟者の増加のための啓蒙活動を強化する。また、カラスについて
捕獲単価の市単独かさ上げを実施することで捕獲意欲の向上を目指す。

（２）ハクビシン
①　取組成果：電気柵設置の補助に加え、市民に対して捕獲用箱罠を貸し出しするなど、
「防除」と「捕獲」について支援を行った。
②　未達理由：市内全域に生息域が拡大しており、電気柵設置等の被害防止対策を講じ
ていない農地に対する新規の被害が発生している。また、市民に貸し出した箱わなによる
捕獲率が低く、捕獲数が伸び悩んだ。
③　今後の取組：電気柵設置補助を継続するとともに、箱わなの効果的な運用方法等を市
民に啓発することにより捕獲効率を向上させる。

（３）ニホンジカ
①　取組成果：実施隊による一斉捕獲を実施するなど捕獲活動を積極的に行うとともに、
冬季に山林の林道を除雪することで捕獲活動を支援した。また、電気柵設置の補助により
被害防止の効果が見られた。捕獲単価の市単独かさ上げを実施することで、捕獲頭数の
増加が見られた。
②　未達理由：市内の北上高地全域に分布範囲が拡大しており、電気柵設置等の被害防
止対策を講じていない農地に対する新規の被害が発生している。
③　今後の取組：ニホンジカについては、周辺市町村と連携し広域的な対策が必要であ
り、生息数の把握や捕獲目標数の設定などにおいて県等の協力を得ながら、被害の減少
に向けて捕獲活動の強化を図る。

（４）ツキノワグマ
①　取組成果：出没情報を把握するたびに、実施隊によるパトロールや追い払いを実施し
ており、人身被害が発生する可能性が高い場合には、広報車による住民への周知を徹底
するなど、被害防止に努めた。
②　未達理由：ツキノワグマによる農作物被害を防ぐには電気柵の設置が効果的である
が、未設置の農地が多く、また、廃棄果樹や農作物の放置等もあり、当事者意識の低い農
家もあるため、被害防止対策を講じているにもかかわらず、被害の増加に歯止めがかから
ないと思われる。
③　今後の取組：電気柵設置の助成を積極的に推進するとともに、出没が多い地域を重
点的にパトロールし、被害が継続する場合の捕獲を強化する。また、広報活動により、市
民への被害防止対策の意識向上を図る。

（５）イノシシ
①　取組成果：イノシシ捕獲用のくくりわな・箱わなを購入し、出没や被害を受けた地域に
設置することにより、捕獲に努めた。また、研修会等を開催し、イノシシの生態や捕獲方法
を学ぶことにより、捕獲従事者の知識や技術向上に努めた。
②　未達理由：県南部より生息域が急速に拡大しており、生態や行動様式が十分に把握
できていないため、捕獲が困難であった。
③　今後の取組：他の獣種と同様に電気柵の設置を推進するとともに、ICT技術の導入等
により捕獲効率の向上に努める。

　ニホンジカは、繁殖力が旺盛で年々生息域が拡大している。近年、捕
獲数は増加しているが、被害の減少の声は聞こえていないため、継続し
た捕獲が必要である。また、捕獲従事者の高齢化に伴い若い狩猟免許
取得者の確保が重要であると考える。

　ツキノワグマも農村部での出没や被害も発生しているが、市街地にお
ける出没も確認されている。岩手県ツキノワグマ管理計画に基づく個体
数管理が行われているため、必要最小限の捕獲として農作物等の放
棄・放任果樹の除去などによる誘因物の除去なども住民に徹底して被
害防止に努めること。また、追い払いや捕獲の場合は、脅かしてから放
獣するなどの対策が望まれる。

　イノシシは、生息範囲・数ともに増えており、早急な対策が望まれる。
作物への被害のほか水田の畔などの掘り起こしも目立つ。捕獲するの
は難しいとの声もあり、防除方法の検討も進めていく必要がある。

　鳥類は、移動範囲が広く場所を特定しての捕獲が難しいので、花火に
よる追い払い等の被害防除の対策をしたらいいのではないかと思う。

　被害防止対策は、有害捕獲も大切だが、住民に野生動物が嫌がる環
境は何か等の具体例を示して地域全体で取り組む必要があると思う。

　岩手県鳥獣保護巡視員
　　　似　内　功　孝

【未達成】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、有害・緊急捕獲等を実施したが、ハク
ビシンやイノシシの被害が増加したため、未達成と
なった。
　本協議会の被害防止計画では、具体的な対策は
全て網羅されている。しかし、イノシシについて被害
額が増加してきているため、新たに生息環境調査を
行い、被害を及ぼす鳥獣の生息状況を把握し、対策
を策定したうえで、地域住民への周知・協力を図る
取り組が必要となっている。
　県では引き続き、本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、未達成となったことから、新計画における目
標数値の見直しを行うよう指導する。

平成
30年
～令和
3年度

北上市 (4)鳥獣被害防止施設
 H30  H31.1～
        H31.3～
 R1    R2.3～
 R2    R2.12～

(1)有害捕獲
　生息数を調査し、刈払い場所の特定及び捕獲活動等の対策につなげた。
・飛来数（和賀川流域）
　H30　527羽　R1　 118羽　R２　 94羽
・捕獲数
　H30　219羽　R１　153羽　R２　 62羽  R3 77羽

(2)被害防除
　ツキノワグマの目撃情報の都度、現地で広報活動を行い、人身被害を防止し
た。

(3)生息環境管理
〇カワウ
　河川敷の刈払いを行ったことにより、カワウの営巣を好む環境を改善し、和賀川
流域への飛来数が減少した。
〇ツキノワグマ
　山林と市街地の境の樹木を伐採し、市街地への出没を防止した。

(4)侵入防止電気柵設置
　周辺での二ホンジカ、イノシシの目撃情報があったが、電気柵設置圃場への被
害報告は寄せられておらず、被害を防止できた。

【未達成】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、電気柵の設置、有害捕獲、広報パト
ロールによる被害防除活動、河川敷刈払いによる生
息環境管理等を実施した。
　しかし、ニホンジカによる被害が拡大したことが未
達成の要因となっている。
　本協議会の被害防止計画では、具体的な対策は
全て網羅されている。しかし、未達成の要因はニホ
ンジカによる被害増加のため、被害の発生箇所等を
把握したうえで、効果的な被害防止の対策を強化す
ることが重要である。
　県では引き続き、本協議会の鳥獣被害防止計画
に基づく取り組みを支援するとともに、効果的な被
害防止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例
の情報提供等を行い、本事業を活用し支援してい
く。
　また、未達成となったことから、新計画における目
標数値の見直しを行うよう指導する。

１,北上市鳥獣被害防止計画の実施評価については妥当であると思いま
す。課題は整備事業について、電気柵や金網柵等、獣種に応じた設置
方法など内容はいろいろありますが補助金を多く獲得し活用すべきと思
います。

２，北上市鳥獣被害防止計画は妥当であると思います。課題は、本計画
ではライフル銃の使用について警察の了解を得る必要があると設定し
ているが、旧計画では岩手県の了解も得ることとしていたため、その記
載も必要ではないか、再考すべきと思われます。

　鳥獣保護巡視員　鶴山　博

(1） カラス
①　取組成果：実施隊による捕獲を実施し、R3年度は昨年度を上回る509羽を捕獲した。
②　今後の取組：被害状況や捕獲実績を踏まえ、適切に個体数調整を行う。カラスは騒
音、糞害等の環境被害が発生しているため、対策を指導していく。
（2）カルガモ
①　取組成果：実施隊による捕獲を実施し、R3年度は38羽を捕獲した。せりの食害は報告
されなかった。
②　今後の取組：被害状況や捕獲実績を踏まえ、適切に個体数調整を行うとともに、追い
払い用機材及び被害防除用機材を活用して被害防止に努める。
（3） カワウ
①　取組成果：和賀川淡水漁業協同組合による捕獲を実施し、77羽を捕獲した。
②　今後の取組：生息状況調査や捕獲方法の研修等を実施（参加）し、効果的な被害防止
対策を検討していく。
（4） ハクビシン
①　取組成果：被害の相談があった場合に電気柵設置等の対策を指導するとともに、箱わ
なの貸し出しを行い市民自らの捕獲を推進した結果、R3年度は８頭捕獲し、大規模な農作
物被害は報告されなかった。
②　今後の取組：住居の屋根裏等への糞尿や騒音等の環境被害が発生しており、市内全
域に生息しているとみられる。被害が増加すると見込まれるため、今後も対策を指導する
とともに、被害者自らの捕獲を推進する。
（5） 二ホンジカ
①　取組成果：実施隊による捕獲活動や協議会による農家個人への電気柵設置費用の助
成を行ったが、新たに農作物被害が発生した。
②　未達理由：被害件数が増加していることから、生息数が増加しているものと思われる。
③　今後の取組：生息数が少なく有害捕獲が難しいことから、電気柵設置を積極的に広報
していく。また、電気柵未設置圃場で新たな被害が発生する可能性があるため、設置及び
管理は地域ぐるみで行うことも推進していく。
（6） イノシシ
①　取組成果：実施隊による捕獲活動や協議会による農家個人への電気柵設置費用の助
成を行ったが、新たに農作物被害が発生した。捕獲頭数も２頭にとどまった。
②　未達理由：被害件数が増加していることから、生息数が増加しているものと思われる。
③　今後の取組：ニホンジカと同様に、生息数が少なく有害捕獲が難しいことから、引き続
き電気柵設置による被害防止を積極的に周知していく。また、捕獲罠の設置数を増加し、
捕獲の強化を図る。
（7）　ツキノワグマ
①　取組成果：目撃情報の都度広報活動を行い、希望者に追い払い花火を配布し人身被
害の発生を防止した。また、継続的な被害発生の可能性がある場合に有害捕獲を実施
し、R3年度は７頭捕獲した。
②　未達理由：目撃件数が増加していることから、生息数が増加しているものと思われる。
③　今後の取組：引き続き広報活動及び対策指導を行い、継続的な農作物被害や人身被
害発生の可能性がある場合に有害捕獲を実施する。

(1)有害捕獲

(2)緊急捕獲活
動

カラス
カワウ
ゴイサギ
ウソ
ハクビシン
ニホンジカ
ツキノワグマ
イノシシ

平成
30年
～令和
３年度

花巻市

平泉町平泉町鳥獣被害防止
対策協議会

カラス
スズメ
ヒヨドリ
サギ類
タヌキ
ハクビシン
キツネ
ニホンジカ
カモシカ
イノシシ
ツキノワグマ

(1)有害捕獲

(2)整備事業

(3)緊急捕獲活
動

北上市鳥獣被害対策
連絡協議会
（再評価）

カラス
カルガモ
ゴイサギ
アオサギ
ゴサギ
カワウ
ハクビシン
ニホンジカ
イノシシ
ツキノワグマ

(1)有害捕獲

(2)被害防除

(3)生息環境管
理

(4)鳥獣被害防
止施設

(1)有害捕獲
生息状況調査（カワウ）
　H30　延べ32名　192,000円
　R1　　延べ40名　240,000円
　R2　  延べ40名　240,000円
　R3    延べ39名   234,000円

(2)被害防除
広報パトロール（ツキノワグマ）
　H30　114回　142,189円
　R１　 200回　109,797円
　R２　  53回　110,980円
　R3  　37回     76,072円

(3)生息環境管理
・河川敷刈払い
　H30　延べ104名  624,000円
　R１　 延べ100名　600,000円
　R２　 延べ105名　630,000円
　R3　 延べ81名  　499,382円
・ツキノワグマ出没多発地刈払い
　H30　198,720円
　R１   888,800円
　R２　188,960円
　R3  -

(4)侵入防止電気柵設置
　H30（北上市平沢）総延長1,960m×５段 1,189,080円
       県補助金　1,085,000円　協議会費　104,080円
  R1（北上市黒岩）総延長915m×４段 490,000円
      県補助金　404,000円　協議会費   86,000円
  R２（北上市和賀町山口）総延長560m×４段 330,000円
      県補助金　277,760円　協議会費　52,240円
  R3 -

北上市鳥獣被害対
策連絡協議会

大槌町鳥獣被害対策
協議会

ニホンジカ
ツキノワグマ
ハクビシン

⑴有害捕獲

⑵整備事業

⑶緊急捕獲活
動

⑴有害捕獲
　遠隔監視装置付き罠整備一式

⑵整備事業
　R1　5,352ｍ
  R2　8,750ｍ

⑶緊急捕獲活動
　R1　205頭
　R2　299頭
  R3　376頭

大槌町鳥獣被害対
策協議会

　鳥類（カラス等）や小型獣（タヌキ等）による被害（金額・面積）は、実施隊等による有害捕
獲や推進事業（有害捕獲）において、捕獲用のくくりわなや箱わなを購入したこと等によ
り、活動が活性化し、減少傾向で推移している。
　大型獣は、ニホンジカ・カモシカの被害は年々減少傾向にあるが、イノシシの被害は金
額・面積ともに拡大しており令和３年度は過去最高の被害金額・面積となった。
　捕獲体制の充実により大型獣の捕獲頭数は年々増加しており、また３カ年で約22㎞の広
域電気柵を設置し、その他町民への啓発活動や狩猟者向けの研修会など多岐にわたる
対策により、着実に被害防止の成果は表れているものの、想定以上のイノシシの増加に、
対策が追いついていない状況であるものと考える。
　今後、ICTを活用したわなの導入や新規狩猟者への支援等により、さらなる捕獲体制の
充実を図るほか、侵入防止柵の設置地域を拡大（特に未設置地域）し、より一層の被害防
止対策に取り組んでいく。
　なお、減少傾向にある獣種においても被害は依然として多くあることから、積極的に事業
を実施し、関係者（団体）及び住民への情報提供や啓発も併せて行っていく。

【未達成 】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、各種わなの活用や電気柵の設置な
どを実施した。
　しかし、ニホンジカや小中動物の被害が減少した
が、イノシシの被害が増加し未達成となった。
　このため、イノシシ被害の発生箇所等を把握する
生息環境調査を実施したうえで対策を検討・策定
し、農家のみならず地域住民への周知・協力を図
り、対策を推進することが重要である。
　県では引き続き、本協議会の鳥獣被害防止計画
に基づく取り組みを支援するとともに、効果的な被
害防止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例
の情報提供等を行い、本事業を活用し支援してい
く。
　また、次年度の再評価に向けて改善計画の内容を
もとに被害低減に向けた指導を行う。

１　わな設置の際は周辺住民に十分周知し、捕獲に協力を得られるよう
に実施すること。

２　有害鳥獣を捕獲する際は、ほ場の作物を傷めないよう十分に配慮し
実施すること。

岩手県農業共済組合磐井地域センター
センター長　岩渕　清文

令和元
～令和
３年度

大槌町 ⑴遠隔監視装置付き罠整備一式
  R2.12～

⑵整備事業
  R2.2.28 ～
  R3.3.18　～

⑴遠隔監視装置付き罠整備一式
  銃を使用することが難しい場所において効果的なニホンジカの捕獲を実施するこ
とができた。

⑵整備事業
  電気柵設置地区のニホンジカによる農作物被害が軽減した。

⑶緊急捕獲活動
  ニホンジカを対象に有害捕獲を行い、農作物被害が軽減した。

【達成 】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、ICTを活用した罠や電気柵の整備な
どを実施した結果、目標を達成した。
　本協議会の鳥獣被害防止計画では、具体的な対
策は全て網羅されている。しかし、ニホンジカの被害
が増加することが懸念されるので、引き続き被害防
止対策に取組む必要がある。
　県では引き続き、本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。

　引き続き被害対策に取り組むとともに、イノシシをはじめ他の鳥獣の被
害についても情報収集や、事前準備をしていく必要がある。

岩手県鳥獣保護管理員　　三浦　智

　全ての獣種において、概ね目標を達成できた。今後は、実施隊及び猟友会のほかジビエ
処理加工事業者と連携し、ニホンジカの捕獲体制の強化を推進する。

⑴有害捕獲
　R1　くくりわな20基
　R2　くくりわな22基、小型動物用わな26基
　R3　くくりわな100基、小型動物用わな26基、大型動物用わ
　　　　な１基　大型銃捕獲技術向上研修

⑵整備事業
　R1　電気柵　2,200m
　R2　電気柵　2,200m
　R3　電気柵　9,757m、430ｍ、7,075ｍ、430ｍ

⑶)緊急捕獲活動
　R1　カラス20　タヌキ18　ハクビシン14　ニホンジカ9
　　 　イノシシ30
  R2　カラス40　タヌキ24　ハクビシン18　キツネ6
     　アナグマ1　ニホンジカ18　イノシシ49
  R3　カラス11　タヌキ20　ハクビシン11　キツネ6
     　アナグマ5　ニホンジカ22　イノシシ56

平泉町鳥獣被害防
止対策協議会

⑴有害捕獲
　R2.3～
　R3.3～
　R4.3～

⑵整備事業
　R2.3.24～
　R3.3.18～
　R3.9.22～

⑴有害捕獲
　くくりわな及び箱わな（小型・大型）は、実施隊の有害捕獲（主：イノシシ、ニホンジ
カ）に有効活用し、多くの捕獲実績を上げた。
　また、狩猟者向けの捕獲技術向上研修を実施し、効率的な捕獲技術の習得の
一助となった。

⑵整備事業
　電気柵設置後において、当該地から追加の被害発生報告はなく、大型有害獣
（主：イノシシ、ニホンジカ）の被害を防止できた。

⑶緊急捕獲活動
　年々実施隊等の捕獲実績が上がってきており、農作物被害を抑制できている。
　特に、イノシシ・ニホンジカ等の大型獣の捕獲に重点的に取り組み、令和３年度
は過去最高の捕獲頭数となった。

令和元
～令和
３年度
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（協議会名） 基準値 目標値 実績値 達成率 基準値 目標値 実績値 達成率

被害面積(ha)被害金額（万円）
事業実施主体名

対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果 事業実施主体の評価 第三者の意見

被害防止計画の目標と実績

都道府県の評価
対象鳥獣

H29 R3 R3 H29 R3 R3

ツキノワグマ 68.2 47.7 11.2 278.0 0.6 0.4 0.1 250.0

イノシシ 0.0 0.0 60.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

ニホンジカ 694.9 486.4 371.5 155.1 10.8 7.6 3.4 231.3

ハクビシン 35.4 24.7 10.9 229.0 0.1 0.1 0.2 0.0

アナグマ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

タヌキ 2.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

カラス 0.3 0.2 3.6 -3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ヒヨドリ 1.5 1.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0

キジバト 28.4 19.8 2.8 297.7 0.3 0.2 0.2 100.0

カワウ 300.0 210.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ワガモ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

カルガモ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 1131.1 791.5 760.3 109.2 11.8 8.3 4.4 211.4

H29 R3 R3 H29 R3 R3

ツキノワグマ 1.9 1.0 86.2 -8932.1 0.5 0.2 0.9 -169.2 

ニホンジカ 0.1 0.1 51.0 -259593.9 0.2 0.1 1.3 -1100.0 

イノシシ 0.0 0.0 151.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

合計 2.1 1.1 289.1 -29809.6 0.7 0.3 3.7 -844.4 

岩手県 令和3
年度

⑴広域捕獲活
動（有害捕獲）

(1)広域捕獲活動（有害捕獲）
　イノシシ捕獲技術研修

－ ⑴　イノシシ捕獲技術研修
　　　R3.11

－ (1)イノシシ捕獲技術研修
　専門家によるイノシシの捕獲技術について、市町村等に対して研修会を実施し、
イノシシの実際の捕獲活動の対策につなげた。

－ － － － － － － 　近年被害が増加しているイノシシに対する捕獲技術の向上は、今後のイノシシ対策を強
化していくうえで有効である。また、若手のハンターが年々増加していることから、捕獲技
術について引き続き研修を行うことは必要である。今後も取組を継続し、更なる被害低減
を進めていく。

－ －

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価

　今回11市町村の被害防止計画のうち、２市町村で目標達成、９市町村で目標未達となった。
　目標未達成の市町村は、イノシシによる被害の増加が見られた。
　県内では近年生息域が拡大しており、被害額も増加傾向にある。これまで、ニホンジカ対策が主であったことから、イノシシの正しい生態を理解するとともに、イノシシの捕獲対策、侵入防止対策、生息環境管理の被害防止活動を総合的に推進する。また、地域ぐるみで新たに取り組む市町村もあるため、それらの取り組みを支援、波及させていく。
　今後も被害の更なる低減に向けて、捕獲対策、被害防止対策、地域ぐるみでの被害防止活動を総合的に実施し、市町村や関係団体と連携し、鳥獣被害防止対策の充実・強化に取り組んでいく。

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。

ツキノワグマ
イノシシ
ニホンジカ
ハクビシン
アナグマ
タヌキ
カラス
ヒヨドリ
キジバト
カワウ
ワガモ
カルガモ

⑴緊急捕獲

⑵被害防除

⑶有害捕獲

⑷整備事業

令和元
～令和
３年度

洋野町洋野町鳥獣被害防止
対策協議会

⑴箱わな、くくりわな
　小型箱わな　令和２年度：３個　令和３年度：３個
　大型箱わな　令和３年度：２基
　くくりわな　令和３年度：50基

⑵実証用電気柵
　令和２年度：1,200ｍ

⑶ICT等新技術の活用
　ドローン　令和２年度：１基
　センサーカメラ　令和２年度：５台
　赤外線カメラ　　令和２年度：４台
　長距離無線式捕獲パトロールシステム
　　令和２年度：１式　令和３年度：子機　10台

洋野町鳥獣被害防
止対策協議会

【達成】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、有害捕獲活動や箱わなの活用、侵入
防止柵の整備等を実施した結果、目標を達成した。
　本協議会の被害防止計画では、具体的な対策は
概ね網羅されている。しかし、イノシシの被害が新に
発生していることから、生息環境調査を実施し、被
害を増加させないようにイノシシに効果的な被害防
止対策に取組む必要がある。
　県では引き続き、本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。

　宮古市鳥獣被害防止対策実施隊の捕獲や生産者の電気柵の防除活
動により、農作物被害額の目標は達成されたが、全体の半分以上はシ
カによる被害であることから、引き続き実施隊による捕獲と農家の防除
対策が求められる。
　イノシシの目撃が増え生息域が拡大し、田畑への侵入被害の痕跡が
確認されている。今後も被害拡大の恐れがあることから、引き続き農作
物被害を増やさないよう、田畑の電気柵設置や田畑や山際の隠れ家を
無くす草刈等の防除対策とイノシシの習性を把握し実施隊の捕獲技術
向上に期待する。
　ツキノワグマが、盛岡市の中心市街地でも出没し、山林に囲まれた宮
古市でも出没が増え、農作物被害、住宅周辺を徘徊するなど、身近な動
物となっている。農作物や誘因物がエサとして執着することがないよう電
気柵設置や誘因物除去など防除対策と、クマに存在を知らせるなどして
農作業時の人身被害防止に努めるなど、住民がクマの習性を知り被害
にあわないよう注意喚起し、被害防止対策する必要がある。

岩手県鳥獣巡視員　飛澤　誠

　宮古市被害防止計画の対象野生鳥獣による農水林物の令和3年度の被害額について、
令和元年度実績を超える獣種はあったが、令和３年度目標額はトータルで達成することは
できた。
　令和元年度～３年度は、実施隊による有害駆除、地域の電気柵整備、市単独で電気柵
設置の助成、クマ用箱わな購入及び鳥獣研修会を実施。
　有害捕獲では、実施隊員数の増加、捕獲経験を重ねたことにより、ニホンジカ捕獲数を
増やすことができた。
　防除対策において、事業対象となる地域の大規模な電気柵整備及び事業対象外の小規
模な電気柵設置を支援し、ニホンジカ侵入を防止することで、農作物被害を軽減すること
ができた。未設置の田畑において、ニホンジカの生息数及び生息範囲が拡大し、被害を発
生させている。また、イノシシの見かけ情報が増加し、捕獲が難しいとされるイノシシの捕
獲や田畑への被害も確認され生息域が拡大していると思われることから、引き続き電気柵
等設置の推進を図る。
　ツキノワグマの目撃件数は、令和２年度２６６件をピークに令和３年度１６０件となった
が、山間の畑や牛舎等への侵入被害や人身被害が発生し、注意喚起、誘因物除去及び
電気柵等の防除対策を実施したうえで、捕獲以外の対策がない場合に箱わなによる捕獲
を実施。クマの人里へ来る要因は様々あるが、エサ等へ執着しないよう誘因物の除去、農
作物への電気柵等防除対策、クマに人の存在を知らせる対策を周知していく必要がある。
　今後、本事業を活用し、地域ぐるみで行う電気柵等の防除対策の周知、野生鳥獣の習
性や対策に関する住民及び生産者の知識を向上する研修会の開催し、地域住民の意識
向上に努め、緊急捕獲活動支援事業を活用し、宮古市鳥獣被害対策実施隊活動を支援
し、引き続き農林水産物の被害軽減を図る。

⑴有害捕獲

⑵被害防除

⑶ICT等新技術
の活用

ツキノワグマ
ニホンジカ
イノシシ

⑴箱わな、くくりわな
　R2.9

⑵実証用電気柵
　R2.9

⑶ICT等新技術
　R2.9

⑴箱わな、くくりわな
　小型箱わな、くくりわなを活用し加害獣を捕獲したことで、農作物被害低減に一
定の効果があった。

⑵実証用電気柵
　農作物被害低減に効果があった。

⑶ICT等新技術
　ドローンは飼料畑等の被害状況の把握等に有用だった。センサーカメラ等は有
害獣の動向把握等に有用だった。長距離無線式パトロールシステムはくくりわな
等の見回りの負担軽減に有用だった。

【未達成 】
　本協議会では野生鳥獣による農作物被害を低減
させるために、各種わなの活用やセンサーカメラ等
のITC機器の導入などを実施した。
　しかし、ツキノワグマ及びニホンジカの被害が増加
し、新たにイノシシ被害も発生したため目標未達成と
なった。特にイノシシの生息域が拡大しており、今
後、対策を強化する必要がある。
　このため、被害の発生箇所等を把握する生息環境
調査を実施したうえで対策を検討・策定し、農家の
みならず地域住民への周知・協力を図り、対策を推
進することが重要である。また、専門家の意見を取
り入れて対策を行うことが必要である。
　県では引き続き、本協議会の被害防止計画に基
づく取り組みを支援するとともに、効果的な被害防
止技術の実証・普及や、県内・全国の優良事例の情
報提供等を行い、本事業を活用し支援していく。
　また、次年度の再評価に向けて改善計画の内容を
もとに被害低減に向けた指導を行う。

　新たにイノシシによる被害が発生し、これまで被害のあったツクノワグ
マやニホンジカについても被害が増加している。
　これまでは、被害が少なかったが、鳥獣の生息域の拡大に伴い、被害
額、面積ともに増加していることから、捕獲活動のほか、電気柵の設置
や花火による追払い等の寄せ付けない取組を、行政・関係機関・地域住
民が一丸となって被害対策に取り組んでいく必要があると考えられる。

（鳥獣保護巡視員　細越　勝義）

　有害捕獲、被害防除、ＩＣＴ等新技術の活用の取組は、加害獣の捕獲、ほ場への侵入防
止、実施隊の負担軽減に有効であった。
　一方、広範囲においてイノシシの目撃情報があり、被害地域の拡大が予想される。
　今後は、電気柵の設置地域の拡大、ＩＣＴ等新技術の活用による実施隊員の負担軽減及
び捕獲の効率化に加え、放任野菜除去や緩衝帯の設置等が必要。

⑴緊急捕獲
　R1　シカ166頭 ハクビシン11頭 カラス9羽 ヒヨドリ１羽
       キジバト54羽
  R2  シカ295頭
  R3  シカ568頭 イノシシ１頭 クマ19頭 ハクビシン27頭
       タヌキ27頭アナグマ46頭

⑵被害防除
  市民向け鳥獣対策研修会2回

⑶有害捕獲
  箱わな（檻タイプ）購入

⑷整備事業
  R1  電気柵　2,200m×４段
  R2　電気柵　1,900m×４段
  R3　電気柵　1,500m×４段

⑴から⑶宮古市鳥
獣被害防止対策協
議会

⑷整備事業
R1長沢地区電気柵
等管理組合
R2長沢地区電気柵
等管理組合
R3鈴久名機械利用
組合

⑵被害防除
　R2.1市民向け鳥獣対策研修会2回

⑶有害捕獲
　R4.3

⑷整備事業
　R1.12
　R3.2
　R4.2

⑴緊急捕獲
　鳥獣被害対策実施隊による捕獲により、捕獲した地域の農作物被害は減少した
が、電気柵等未設置の生産者の田畑には被害が発生している。
R1有害捕獲（緊急捕獲含）
　シカ474頭、クマ8頭、ハクビシン25頭、タヌキ14頭、アナグマ19頭、
　カラス56羽、ヒヨドリ6羽、カルガモ2羽、マガモ3羽キジバト136羽
R2有害捕獲（緊急捕獲含）
　シカ550頭、クマ13頭、ハクビシン28頭、タヌキ10頭、アナグマ28頭、
　カラス51羽、ヒヨドリ25羽、カルガモ10羽、マガモ7羽キジバト82羽
R3有害捕獲（緊急捕獲含）
　シカ814頭、クマ26頭、イノシシ1頭、ハクビシン32頭、タヌキ32頭、アナグマ
　47頭、カラス23羽、ヒヨドリ１羽、カルガモ2羽、マガモ1羽、キジバト33羽

⑵被害防除
　研修会を開催することで、地域住民の野生鳥獣の特徴及び電気柵等の防除に
知識と意識向上が図られた。

⑶有害捕獲
　既存のドラム缶タイプの箱わなでツキノワグマを捕獲できない場合、檻タイプの
箱わなで捕獲を行った。

⑷整備事業
　山間の集落に電気柵を設置することで、ニホンジカの侵入が減少し、農作物被
害も減少した。
　また、電気柵の端のシカの通り道にわなを設置することで、効率よく捕獲し被害
対策の向上が図られた。

令和元
～令和
３年度

宮古市宮古市鳥獣被害防止
対策協議会
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